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国の行政組織等の減量・効率化の推進について 

（平成21年度減量・効率化方針） 

 

平成20年12月22日 

平成21年３月31日一部改定 

総務省行政管理局 

 

厳しい財政事情の中にあって、行政が取り組むべき緊要な諸課題に的確に対応

していくためには、経済社会情勢の変化に対応した国民に温かい効率的な政府を

実現することが肝要である。 

このような基本認識に立って、「今後の行政改革の方針」（平成16年12月24日

閣議決定）、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）、「簡素で

効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第

47号。以下「行政改革推進法」という。）、「国の行政機関の定員の純減につい

て」（平成18年６月30日閣議決定。以下「定員純減計画」という。）等に基づき、

地方支分部局の業務及びＩＴ化に係る業務を始めとする業務全般の見直しの徹底

により、国の組織・業務の減量・効率化を抜本的かつ具体的・計画的に進めるた

め、平成21年度機構・定員審査過程等を通じて具体化を図った減量・効率化に関

する今後の取組方針を、以下のとおり取りまとめる。 

各府省においては、今後、本方針に基づき、既往の政府決定等を踏まえつつ着

実に減量・効率化を実施するとともに、更に具体化を図るべき課題については、

平成22年度機構・定員要求等に的確に反映するものとする。 

なお、本方針については、毎年度の機構・定員審査過程等を通じて改定を行う。 

 

１ 定員純減計画 

国の行政機関の定員については、定員純減計画において、平成18年度から22

年度までの５年間で▲5.7％（▲18,936人）以上の純減を実施することとされ、

平成18年度～20年度までに▲7,753人の純減を実現したところである。平成21

年度においても▲2,525人(日本年金機構設立による業務の移行に伴う定員減▲

12,280人を除く。)の純減を確保することとし、22年度も、引き続き純減目標

の確実な達成に向けた取組を行うこととする。特に、定員純減計画の２(1)の

重点事項及び「国の行政組織等の減量・効率化の推進について（平成19年度減

量・効率化方針）」（平成18年12月22日総務省行政管理局）の２の防衛施設関

係については、定められたそれぞれの目標数以上の純減を行う。 
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≪平成21年度における主な取組内容≫（括弧内は18～21年度の純減数の合計） 

以下の事項を始めとする取組を通じ、国の行政機関全体で▲2,525人の純

減（▲10,278人純減）を図る。 

・社会保険庁関係 ▲572人純減(日本年金機構及び全国健康保険協会への業

務の移行に伴う定員減並びに社会保険病院の出資に伴う定員減▲12,327人

を除く。)（▲3,398人純減） （厚生労働省） 

・農林統計等関係 ▲540人純減（▲1,921人純減） （農林水産省） 

・食糧管理等関係 ▲492人純減（▲1,743人純減） （農林水産省） 

・登記・供託関係 ▲423人純減（▲1,220人純減） （法務省） 

・ハローワーク関係及び労働保険(労災)関係 ▲396人純減（▲1,430人純

減）（厚生労働省） 

・気象庁関係 ▲256人純減（▲512人純減） （国土交通省） 

・北海道開発関係 ▲215人純減（▲850人純減） （国土交通省） 

・森林管理関係 ▲92人純減（▲369人純減） （農林水産省） 

・防衛施設関係 ▲73人純減（▲239人純減） （防衛省） 

・国有財産管理関係 ▲40人純減（▲136人純減） （財務省） 

・官庁営繕関係 ▲27人純減（▲96人純減） （国土交通省） 

・自動車登録関係 ▲25人純減（▲151人純減） （国土交通省） 

・国土地理院関係 ▲16人純減（▲55人純減） （国土交通省）  

 

２ 地方支分部局等の抜本的かつ重点的な見直し等 

地方支分部局等については、引き続き「行政改革の重要方針」、定員純減計

画等に定める以下の方針に基づく減量・効率化の取組を着実に進める。 

さらに、地方分権改革推進委員会の第２次勧告を受けて地方分権改革推進本

部が決定した「出先機関改革に係る工程表」（平成21年３月24日）と、これを

受けて平成21年中を目途に政府が策定する「改革大綱」（出先機関の改革に関

する地方分権改革推進計画）に基づき、所要の措置を講ずることとする。 

・ 地方支分部局等の行う業務全般について、「民間にできることは民間に」、

「地方でできることは地方に」との観点から、事務・事業を国が直接行う必

要性を見極め、抜本的な見直しを行う。 

・ 各省ごと、業務ごと、都道府県ごとなどに設置されている地方支分部局等

について、事務の性質に応じて統廃合や合理化を進める。 

・ 地方向け補助金配分業務の整理や地方への権限移譲（特に地域振興関連業

務）を行うことにより業務を大胆に縮減する。また、今後の道州制等の検討

を踏まえた事務・事業の見直しを行う。 
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・ 民間企業の申請受理・監督等に関する組織・業務を抜本的に見直し、必要

に応じ都道府県等に委託する。 

・ 公共事業関係の業務について、事業量の減少やコスト縮減に応じてスリム

化する。 

・ 事前規制型から事後チェック型への行政の在り方の転換、行政による民間

活動への過度の関与となる補助行政や業所管行政の見直しを進める。 

・ 地方支分部局の整理合理化については、既往の閣議決定等に基づき、今後

の事務事業の見直し及び定員の純減の進展等に併せて、引き続きその統合、

廃止及び合理化を推進することとし、結論を得られたものについて逐次実施

に移す。その際、ＩＴ化の進展、競争の導入による公共サービスの改革の進

展、中央省庁等改革の実施状況の点検等を踏まえる。 
 

≪平成21年度における主な取組内容≫ 

【定員】 

以下の事項を始めとする取組を通じ、日本年金機構設立による業務の移行

に伴う定員減（▲11,399人）を除いても、地方支分部局全体で▲6,204人の

合理化（前年度比▲3.0％）〔▲3,002人純減（前年度比▲1.5％）〕を図

る。 

・地方農政局、北海道農政事務所全体で▲1,153人合理化（農林統計等関

係・食糧管理等関係の業務見直し等、公共事業関連業務を始めとする業務

の効率化）（農林水産省） 

・国税局全体で▲1,012人合理化（国税関係手続のオンライン利用促進、内

部管理業務の効率化・合理化、業務・システムの最適化等）（財務省） 

・地方社会保険事務局全体で▲794人合理化（社会保険事務所における国民

年金保険料収納事業の市場化テストの実施、社会保険庁廃止に伴う定員減

等）（厚生労働省） 

【事務所・出張所等の統廃合】 

・法務局・地方法務局の支局・出張所について、平成21年度以降、60庁程度

を統廃合（法務省） 

・税関の出張所について、１か所を廃止（財務省） 

・公共職業安定所について、５労働局管内６所を整理合理化（厚生労働省） 

・地方整備局の事務所・出張所等について、20か所を廃止（国土交通省） 

・北海道開発局の事務所・事業所等について、６か所を削減（国土交通省） 

・気象庁の測候所について、10か所を廃止（国土交通省） 
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３ ＩＴ化による業務のスリム化等 

本省内部部局等、地方支分部局等を通じ、「ＩＴ新改革戦略」（平成18年１

月19日ＩＴ戦略本部決定）、「ＩＴ政策ロードマップ」(平成20年６月11日Ｉ

Ｔ戦略本部決定)及び「電子政府推進計画」（平成18年８月31日各府省情報化

統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定、平成20年12月25日改定)に基づき、業務

のＩＴ化を進める中で、以下により、ＩＴ化による業務のスリム化等を行う。 
 

≪平成21年度における主な取組内容≫ 

・ＩＴ化による業務の効率化・合理化により、全体で▲2,343人合理化 

 

(1) 手続等のオンライン利用促進 

「ＩＴ新改革戦略」で掲げた申請・届出等手続におけるオンライン利用率

を平成22年度までに50％以上とするとの目標達成に向け、「電子政府推進計

画」等に基づき、オンライン利用の促進を図ることにより、組織・業務の減

量・効率化を行う。 

具体的には、オンライン利用の飛躍的拡大を図るため決定された「オンラ

イン利用拡大行動計画」(平成20年９月策定)に基づき、重点手続と分類され

た手続（71手続）については、重点手続全体で平成25年度末にオンライン利

用率72％以上、重点手続のうち取組の効果が比較的早期に現れやすいと考え

られる手続全体では平成23年度末にオンライン利用率66％以上の実現を目指

すことにより、業務の効率化・合理化をより一層推進する。 

また、重点手続以外の利用促進対象手続については、平成22年度に利用促

進対象手続全体でオンライン利用率50％以上を達成することを目標に、計画

的に取組を進めることにより、業務の効率化・合理化を推進する。 

これに併せて、従来の紙による申請・届出を前提とした業務処理過程・体

制の抜本的見直しを行い、受付・審査等の事務の縮減による減量・効率化を

図る。 

企業対象手続については、全面的なオンライン化を推進するため関係団体

等への周知、要請等を行う。電子入札については、公共事業支援統合情報シ

ステム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）を始めとしたＩＴ化などにより、全面的な実施を

推進する。 

上記のほか、「電子政府推進計画」等に基づくワンストップサービスの拡

大と業務の効率化を進める。 
 

≪平成21年度における主な取組内容≫ 
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・国税関係手続のオンライン利用促進による業務の効率化・合理化によ

り、▲150人合理化（財務省） 

・登記申請事件等処理事務のオンライン利用促進による業務の効率化・合

理化により、▲88人合理化（法務省） 

・労働保険関係手続のオンライン利用促進による業務の効率化・合理化に

より、▲２人合理化（厚生労働省） 

 

(2) 業務・システムの最適化等を通じた効率化・合理化 

「今後の行政改革の方針」、「行政改革の重要方針」における総人件費改

革の実行計画、「行政改革推進法」、「電子政府推進計画」等に基づき、人

事・給与等、共済、物品調達等の内部管理業務を始めとする業務・システム

については、以下に掲げるような業務の見直しを行い、可能な限り早期に業

務・システムの最適化を実施することにより、業務の効率化、合理化を図る。 

・ 情報システムの統一化 

・ 起案・決裁を始めとする業務処理の標準化・自動化 

・ 手続の簡素化 

・ 職員による判断を要しない業務の積極的な外部委託 等 

特に、いわゆる国の旧式（レガシー）システムについては、業務・システ

ム最適化計画に基づく最適化の実施等による徹底した業務改革により、定員

の大幅な合理化等の減量・効率化を図る。また、新システムへの実際の移行

に当たって、更なる業務体制の見直しを行う。 

中央省庁等改革の統合府省においては、統合メリットを活かした官房要員

配置の見直し等一層の業務集約等の取組を行う。また、ＩＴ化を推進する官

庁においては、率先してＩＴ化及び抜本的な業務改革に取り組み、その積極

的な推進を図る。 

内部管理業務については、業務・システム最適化計画に基づき、新システ

ムへの移行に合わせた具体的な業務の見直しと減量・効率化を早期かつ着実

に行うとともに、さらに「ＩＴを活用した内部管理業務の抜本的効率化に向

けたアクションプラン」（平成20年５月30日内閣官房内部管理業務の抜本的

効率化検討チーム決定）を踏まえ、業務の改革を進めるなど、業務全体とし

て、実質的に４割以上の効率性の向上を図り、当該業務に係る定員の３割以

上の合理化を行う。 

なお、制度所管官庁等は、各府省における業務処理手順や手続の簡素化等

が可能な限り早期に実施できるよう、必要に応じ、業務処理、手続等を定め

る関係法令の改正を行うとともに、各府省においても合わせて内部規程の見
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直しを行う。 
 

≪平成21年度における主な取組内容≫ 

・内部管理業務の効率化・合理化により、全体で▲857人合理化 

以上のほか、以下の業務・システムを始めとする最適化の実施等による

徹底した業務改革により、全体で▲1,485人の合理化を図る。 

・国税関係業務（税務相談の電話相談センターへの集中化、税務署の内部

事務の一元化等）（財務省） 

・社会保険業務（定型業務の外部委託化等）（厚生労働省） 

・農林水産省共同利用電子計算機システム（農林水産統計の見直しに沿っ

たデータの一元管理、サーバの集約、システムの管理・運用業務のアウ

トソーシング等）（農林水産省） 

 

４ 包括的・抜本的な民間委託等 

「民間にできることは民間に」との基本的考え方の下、本省内部部局等、地

方支分部局等を通じ、事務・事業について民間委託等によるアウトソーシング

を推進する。 

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成18年法律第51

号）及び「公共サービス改革基本方針」（平成18年９月５日閣議決定、平成20

年12月19日改定）に基づき、同方針の別表で定められた統計調査関連業務、登

記関連業務、社会保険庁関連業務、ハローワーク関連業務、公物管理関連業務

並びに施設管理・運営業務及び研修関連業務、刑事施設関連業務、内部管理業

務等について、官民競争入札、民間競争入札その他の民間開放の実施等を計画

的かつ着実に実施し、業務の効率化・合理化を行う。 

また、「行政効率化推進計画」（平成16年６月15日行政効率化関係省庁連絡

会議、平成20年12月26日改定）に基づき、施設・設備等の管理業務（庁舎の警

備・清掃、公務員宿舎の管理人業務等）、庁内ＬＡＮ等の情報システムの管理

業務、公用車の運転業務、電話交換業務等については、民間委託等を積極的に

推進する。 

ＰＦＩについては、これまでの各府省の取組を踏まえ、一層推進する。 

統計事務については、「統計調査の民間委託に係るガイドライン」（平成17

年３月31日各府省統計主管課長等会議申合せ、平成19年５月30日改正）、「統

計調査等業務の業務・システム最適化計画」（平成18年３月31日各府省情報化

統括責任者（CIO）連絡会議決定、平成20年８月31日一部改定）等を踏まえ、

民間委託を一層推進する。 



 

 7 

公共事業関連業務については、事業の性格等を考慮しながら、設計・施工の

一括発注方式の導入を引き続き進めるほか、各種調査業務、設計業務を始めと

して、民間委託等を積極的に進める。 
 

≪平成21年度における主な取組内容≫ 

【市場化テスト関係】 

・社会保険事務所における国民年金保険料収納事業の市場化テストの実施に

より、▲358人合理化（厚生労働省） 

・登記事項証明書の交付等の証明事務における市場化テストの実施により、

▲206人合理化（法務省） 

【行政効率化推進計画関係】 

・職員運転手の退職後不補充・配置転換等により、自動車運転手を全体で▲

106人合理化（全府省） 

・技能・労務職員の採用抑制、民間委託等の推進により、▲155人合理化 

（防衛省） 

【統計調査の民間委託関係】 

以下の統計調査について、民間競争入札を実施する。 

・消費動向調査（内閣府）、民間給与実態統計調査（財務省）、農業物価統

計調査、内水面漁業生産統計調査（農林水産省）、建設関連業等の動態調

査（国土交通省）、水質汚濁物質排出量総合調査、水質汚濁防止法等の施

行状況調査（環境省） 

【公共事業関連業務】 

・地方整備局における公共事業関連業務の合理化により、▲518人合理化 

（国土交通省） 

・地方農政局の公共事業関連業務の効率化により、▲66人合理化（農林水産

省） 

 

５ 独立行政法人等への業務移管 

 

(1) 独立行政法人（非公務員）への業務移管 

定員純減計画において定められた森林管理関係業務（人工林の整備、木材

販売等の業務）、国立高度専門医療センター及び気象研究所については非公

務員型独立行政法人化を着実に行う。 

その他、本省内部部局等、地方支分部局等を通じ、民間委託等が困難な事

務・事業についても、国が直接実施する必要があるかどうか常に見直すこと
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とし、独立行政法人制度の趣旨、目的に沿う事務・事業については独立行政

法人に移行するなど、減量・効率化に積極的に努める。この場合、既存の独

立行政法人を活用するなど組織の肥大化を来さないよう対処する。なお、

「行政改革の重要方針」等に基づき独立行政法人化の検討を行う際には、既

に方針が明記されたものを除き、非公務員型独立行政法人化について検討を

行う。 
 

≪平成21年度における主な取組内容≫ 

・気象庁気象研究所の独立行政法人化により、▲174人合理化（国土交通

省） ※所要の法案が遅くとも第171回通常国会で成立することを前提とする。 

 

 (2) 社会保険庁改革 

平成22年１月に社会保険庁を廃止し、国の直接的な監督の下で、公的年金

に係る一連の運営業務（適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付等）を担

う日本年金機構（非公務員型の公法人）を設置する。その際、国の管理部門

の組織・定員は必要最小限とする。また、日本年金機構の設立に際しては、

「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」（平成20年７月29日閣

議決定）に基づき、業務の徹底した見直しを行った上で、アウトソーシング

等を着実に行う。 

また、日本年金機構に移行するまでの間については、既往の方針を踏まえ、

外部委託等を推進し、確実に定員合理化を実施するとともに、業務見直しに

よる効率化・合理化を図る。 
 

≪平成21年度における主な取組内容≫ 

・社会保険庁全体で▲13,087人合理化（うち、▲12,280人は日本年金機構

設立による業務の移行に伴う定員減。その他、社会保険事務所における

国民年金保険料収納事業の市場化テストの実施及び社会保険庁廃止に伴

う定員減等）（厚生労働省） 

 

６ その他の事務・事業及び組織の合理化等 

 

（1）政策の棚卸し 

無駄の根絶に向けて、行政支出総点検会議の指摘事項（平成20年12月１日

とりまとめ）も踏まえ、３年以上継続している事業、会計検査院等から問題

を指摘されている事業、多額の不用が発生するなど政策効果が十分に発揮さ

れていない可能性がある事業等について政策の棚卸しに積極的に取り組み、
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減量・効率化を図る。 
 

≪平成21年度における主な取組内容≫ 

・政策の棚卸しに伴い、全体で▲121人合理化（全府省） 

 

（2）その他 

特別会計については、引き続き「行政改革推進法」、「特別会計に関する

法律」（平成19年法律第23号）等を踏まえ、特別会計において経理されてい

る事務・事業の合理化、効率化を図る。 

組織については、行政需要の減退しつつある部門を縮小し、計画的・積極

的に減量・効率化を図る。消費者庁の設置については、「消費者行政推進基

本計画」（平成20年６月27日閣議決定）を踏まえ、行政組織の肥大化を招か

ぬよう、既存組織の振替や効率化を図る。 

また、公務員の研修施設等については、定員の合理化や組織の統廃合など

減量・効率化を図る観点から見直す。 

 

≪平成21年度における主な取組内容≫ 

・研修・研究施設の組織・運営の効率化・合理化により、全体で▲279人

合理化（全府省） 

 

このほか、上記の観点にとどまらず、上記に掲げた政府決定に加え、「規

制改革推進のための３か年計画（再改定）」（平成21年３月31日閣議決定）、

規制改革会議答申、行政評価等（政策評価を含む。）による勧告等、会計検

査院の決算検査報告等も踏まえ、事務・事業及び組織・業務体制の見直し等

を行うことにより、一層の減量・効率化を図る。 

 

 

（注１）本方針を踏まえた府省ごとの個別の取組内容については、別表１を参照。

また、平成18年６月27日に行政改革推進本部へ提出した「地方支分部局の見

直しについて」及び「ＩＴ化による業務のスリム化について」において取り

まとめた合理化数（合理化見込み数）に係る21年度合理化数並びに18～21年

度の合理化数の合計については、別表２及び別表３を参照。 

（注２）各項目に掲げている合理化数等については、別の項目と重複している場

合がある。 


